
義
軍
辞
五
十
l
号

職
員
の
軒
数
時
掛
に
酔
す
る
条
例
の
｢
勧
改
正
に
つ
S
て

次

の

と

雷

､

警

貝

の

-

時

閲

に

-

る

束

例

の

1

軌

を

改

正

す

る

こ

と

に

つ

S

て

,

地

富

治

法

､

＼

(
昭
和
二
十
二
年
法
華
-
十
七
号
)
-
十
六
条
空
塊
の
壇
定
に
ょ
わ
,
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
.

r
婚
和
五
十
六
年
四
月
二
十
五
日

三

　

朝

　

町

　

長

　

　

松

　

　

村

　

　

喬

　

　

成

昭
和
五
空
八
年
四
月
廿
五
日
　
原
審
可
訣

三
朝
町
議
合
議
鼻
牧
甲
廟



rJ　＼ノ

三
朝
町
条
例
寮

E

.

　

n

i

門

一

g

 

･

L

L

吋
叩

.

　

二

香

早

職
員
の
勤
務
時
周
に
顔
す
る
条
例
の
　
l
･
部
を
改
正
す
る
条
例

職
兵
の
勤
務
時
間
に
随
す
る
条
例
(
昭
和
担
十
五
年
三
朝
町
栄
例
津
七
号
)
の
1
部
を
次
の
J
ぅ
に
改

正
す
る
｡

附
則
第
二
項
の
次
舵
､
次
の
三
項
を
加
え
る
.

･
Y
)
　
当
分
の
聞
'
第
二
条
の
観
葉
に
よ
り
勤
務
時
陶
が
定
め
ら
れ
て
S
る
磯
負
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
に
つ
S
で
は
､
当
該
各
号
に
定
め
る
勤
務
鮮
間
は
'
勤
務
を
琴
し
な
い
時
陶
と
す
､
る
.

一
撃
姦
簾
l
項
の
規
定
に
ょ
り
)
週
間
の
勤
務
時
僻
が
定
め
ら
れ
､
か
つ
'
.
S
ず
れ
の
士
一
曜
日
に

お
S
'
て
も
三
時
間
四
十
五
分
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
て
S
る
革
具
　
毎
四
舟
同
町
つ
き
'
任
命

､
極
者
が
離
貞
ご
と
に
指
定
す
る
　
1
　
の
士
晦
日
の
勤
務
時
間

二
　
前
号
に
輯
げ
る
讐
貝
以
外
の
凝
負
　
醇
g
i
適
蘭
に
つ
き
､
町
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
疫
よ
り
､
任

命
権
者
が
革
具
ご
と
に
指
定
す
る
一
の
勤
務
日
に
お
け
る
当
該
任
命
樺
者
が
指
定
す
る
三
時
間
軸
十

五
分
(
第
二
条
第
二
額
の
餅
定
に
ょ
り
1
適
間
の
勤
務
時
間
が
定
め
ら
れ
て
S
る
廃
兵
に
あ
つ
て
は
､

当
診
勤
務
時
衝
に
応
じ
て
町
規
則
で
定
め
る
こ
れ
匿
相
当
す
る
時
尚
)
　
の
勤
務
時
間



●

年
　
産
命
締
着
は
､
齢
員
の
強
務
/
の
特
殊
性
そ
の
伸
の
事
由
に
ょ
り
'
蕗
項
の
規
定
に
ょ
り
軸
S
と
認
め

ら
れ
る
警
貝
に
つ
S
て
は
､
同
項
の
頼
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
五
十
二
湖
間
を
超
え
を
S
範
囲
内
で
定
め

る
財
閥
ご
と
に
､
.
郵
務
を
要
し
夜
い
時
間
と
し
て
､
別
に
指
定
す
る
1
以
上
の
勤
務
日
に
お
け
る
軒
蘇

時
華
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
と
の
場
合
に
ふ
け
る
指
定
は
､
同
項
の
規
定
に
ょ
る
勤
務
を
草
し

夜
い
時
間
と
の
極
衝
を
考
慮
し
て
'
町
長
の
考
課
を
碑
て
任
命
纏
者
が
定
め
た
基
盤
に
従
つ
.
て
行
わ
夜

け
れ
ば
を
ら
夜
い
｡

∫
　
任
命
権
者
は
,
前
二
項
の
錘
定
に
ょ
る
指
定
を
行
っ
た
場
合
に
や
S
て
､
公
務
の
運
営
上
特
に
必
要

が
あ
主
と
認
め
る
と
き
は
､
町
長
の
東
認
を
得
て
､
附
則
纂
三
項
に
規
定
す
る
期
間
又
堅
剛
項
の
梯
定

に
ょ
ゎ
定
打
た
時
間
を
顛
え
て
当
該
指
定
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
.

附

　

則

(

蹄

行

種

目

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

/

こ
の
条
例
は
､
砕
和
五
十
六
年
四
月
二
十
六
日
示
ら
兼
行
す
る
o

■
■

l
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